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静岡市第２子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化補助金の申請に係る留意事項 

１． 補助金の概要 

静岡市は、安心して子育てができる環境を整備するため、第２子以降の障害児が児童発達支援等を利用し

た際の利用者負担額を無償とする事業を行った事業者に対して、補助金を交付します。 

令和５年４月以降に提供する児童発達支援等（児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達

支援及び保育所等訪問支援）のサービスから無償化の対象となります。 

２． 無償化の対象者 

静岡市内に住所を有する第２子以降の障害児であって、出生から満３歳に到達した日以降、 

最初の４月１日に達するまでの者 

３． 補助金交付までの流れ 

① サービス提供月 事業所 

・ 無償化対象者から確認証の提示を受け、 

対象児（※１）にサービスを提供する 

・ 無償化対象事業のため、 

利用者から補助に相当する利用者負担額は

徴収しない（※２）

・ 国保連請求は、利用者負担額を徴収 

したものとして通常どおり行う 

② サービス提供月の翌月 10日まで 
事業者 

 →  市

「交付申請書兼実績報告書（様式４号）」を提出 

◇ 添付書類 

（１）障害児通所給付費明細書 

（２）上限管理を行った場合、上限額管理結果票

③
「交付申請書兼実績報告書（様式４号）」 

受付後 

市 →  

事業者

「交付決定通知兼確定通知書（様式５号）」 

を通知 

④
「交付決定通知兼確定通知書（様式５号）」

の通知日から 10日以内 

事業者  

→  市 
「請求書（様式６号）」を提出 

⑤ 「請求書（様式６号）」の提出の翌月末 
市 → 

 事業者 
補助金の支払 

（※１） 「静岡市第２子以降障害児児童発達支援等利用者負担額無償化対象児童確認証」の交付を受けた者 

（※２） 上限管理の関係で、無償化対象児にサービスを提供した事業所が、保護者から利用者負担額を徴収

する場合もあります。保護者に利用者負担額を通知する前に、「４.補助額の考え方」を確認してください。 



2／4 

４． 補助額の考え方 

（ 例 ）

★無償化対象者  
児童発達支援等の利用無し           Ａ 事業所、Ｂ事業所を利用  

補助額 ＝ 無償化対象児（弟）の利用者負担額 

子ども 事業所 総費用額 利用者負担額
上限管理後 

利用者負担額 
世帯負担額 補助額 

兄 利用無し

★弟 
Ａ事業所 200,000円 4,600円 ４,６００円

4,600円 4,600円
Ｂ事業所 100,000円 4,600円 0円

→ この場合、Ａ事業所分の４,６００円が補助の対象となります。 

（ 例 ）

★無償化対象者 
          Ａ 事業所を利用             Ｂ 事業所を利用 

補助額 ＝ 負担上限月額から無償化対象外児童（兄）の利用者負担額を除いた額 と 

    無償化対象児（弟）の利用者負担額 を比較して低い方の額 

〇パターン１ → 上限管理事業所：Ａ事業所 管理結果：１ の場合 

 （管理事業所で利用者負担額を充当した場合） 

子ども 事業所 総費用額 利用者負担額
上限管理後 

利用者負担額 
世帯負担額 補助額 

兄 Ａ事業所 300,000円 4,600円 4,600円
4,600円

★弟 Ｂ 事業所 200,000円 4,600円 ０円 0円

→ この場合、補助の対象は０円となります。

兄 ★弟 

兄 ★弟 

負担上限月額 4,600 円 

負担上限月額 4,600 円 

（１） 兄弟の中で、無償化対象児のみが児童発達支援等を利用している場合

（２） 兄弟の中で、児童発達支援等を利用している児童が複数いる場合
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〇パターン２ → 上限管理事業所：Ｂ事業所 

 管理結果：１（管理事業所で利用者負担額を充当した場合） 

子ども 事業所 総費用額 利用者負担額
上限管理後 

利用者負担額 
世帯負担額 補助額 

兄 Ａ事業所 300,000円 4,600円 4,600円
4,600円

★弟 Ｂ事業所 200,000円 4,600円 ０円 0円

※ Ｂ事業所が上限管理事業所の場合、補助対象外の児童から優先的に利用者負担額を充当してください。

  （上限管理結果票は、上の表のとおり作成してください。） 

Ａ 事業所は兄の利用分として、保護者から利用者負担を徴収しなければならないため、御注意ください。 

→ この場合、補助の対象は０円となります。 

〇パターン３ → 上限管理事業所：Ａ事業所  

            管理結果：２ （利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下の場合） 

子ども 事業所 総費用額 利用者負担額
上限管理後 

利用者負担額 
世帯負担額 補助額 

兄 Ａ事業所 １0,000 円 1,000円 1,000円
3,000円

弟★ Ｂ事業所 20,000円 2,000円 2,０００円 2,000円

→ この場合、Ｂ事業所分の2,０００円が補助の対象となります。 

〇パターン４ → 上限管理事業所：Ａ事業所  

            管理結果：３（利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過し、調整した場合） 

子ども 事業所 総費用額 利用者負担額
上限管理後 

利用者負担額 
世帯負担額 補助額 

兄 Ａ事業所 40,000円 4,000円 4,000円
4,600円

弟★ Ｂ事業所 20,000円 2,000円 ６００円 600円

※ Ｂ事業所が上限管理事業所の場合であっても、補助対象外の児童から優先的に利用者負担額を充当 

してください。 （パターン２と同様） 

→ この場合、Ｂ事業所分の６００円が補助の対象となります。 
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● 例で示した表で挙げられている費用は、以下のように明細書と対応しています。 

～ 略 ～ 

５． 申請書類の提出方法 

電子申請フォームにより、要綱等に示す必要書類を御提出ください。 

【フォームのＵＲＬ】 

ｈｔｔｐｓ://ｌｏｇｏｆｏrｍ.ｊｐ/ｆｏrｍ/７９ｊ2/245９15 

※電子申請による提出が困難な場合は、下に記載の問合わせ先まで御連絡ください。 

６．問い合わせ先 

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係  

ＴＥＬ：０５４－２２１－１０９８ ｅ-ｍａｉｌ：ｓｈｏｕｇａｉ-ｓｕｐｐｏrｔ@ｃｉｔｙ.ｓｈｉｚｕｏｋａ.ｌｇ.ｊｐ 


